
 

 特定障害不担保特約条項  
 

（平成25年12月18日改正） 

第１条（特約条項の適用） 

主たる保険契約（以下「主契約」といいます。）締結の際、主契約の被保険者（以下「被保険者」といいます。）の健

康状態その他が当会社の定めた基準に適合しないときは、主契約および主契約に付加されているつぎの各号に定める特

約について、主契約の普通保険約款（主契約に付加されているつぎの各号に定める特約の特約条項を含みます。以下「主

約款」といいます。）のほか、この特約条項を適用します。 

(1) 災害割増特約Ｄ 

(2) 傷害特約Ｄ 

(3) ５年ごと配当付養老保険特約 

(4) ５年ごと配当付定期保険特約 

(5) ５年ごと配当付終身保険特約 

(6) ５年ごと配当付逓減定期保険特約 

(7) ５年ごと配当付特定疾病保障定期保険特約 

(8) ５年ごと配当付特定疾病保障終身保険特約 

(9) ５年ごと配当付障害保障特約 

(10) ５年ごと配当付年金払定期保険特約 

(11) ５年ごと配当付特定状態収入保障特約 

(12) ５年ごと配当付遺族収入保障特約 

(13) ５年ごと配当付育英年金特約 

(14) ５年ごと配当付指定・特定疾病診断保障付死亡保障特約 

(15) ５年ごと配当付特定状態充実保障付死亡保障特約 

(16) ５年ごと配当付特定状態保障定期保険特約 

(17) 保険料払込免除特約（Ｈ13） 

(18) 保険料払込免除特約（Ｈ25） 

 

第２条（不担保とする特定障害） 

この特約により不担保とする特定障害は、視力障害および聴力障害とし、つぎの各号のとおり取り扱います。 

(1) 視力障害 

被保険者が主約款に定める高度障害状態または身体障害の状態（これらの状態を以下「身体の障害状態」といいま

す。）のうち、「両眼の視力を全く永久に失ったもの」、「１眼の視力を全く永久に失ったもの」または「両眼の視力に

それぞれ著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款に定める高度障害保険金、高度障害年金、特約障害保険金、

障害給付金、特約障害年金、特約育英年金および災害割増保険金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場

合でも、当会社は、高度障害保険金、高度障害年金、特約障害保険金、障害給付金、特約障害年金、特約育英年金お

よび災害割増保険金の支払または保険料払込の免除を行いません。 

(2) 聴力障害 

被保険者が身体の障害状態のうち、「両耳の聴力を全く永久に失ったもの」、「１耳の聴力を全く永久に失ったもの」

または「両耳の聴力に著しい障害を永久に残すもの」に該当し、主約款に定める特約障害保険金、障害給付金および

特約障害年金の支払事由または保険料払込の免除事由が生じた場合でも、当会社は、特約障害保険金、障害給付金お

よび特約障害年金の支払または保険料払込の免除を行いません。 

 

第３条（５年ごと配当付こども学資保険および５年ごと配当付育英年金特約に付加した場合の特則） 

この特約を５年ごと配当付こども学資保険および５年ごと配当付育英年金特約に付加する場合には、つぎの各号のと

おり取り扱います。 

(1) 本特約条項中「被保険者」とあるのは「保険契約者」と読み替えて本特約条項を適用します。 

(2) ５年ごと配当付こども学資保険普通保険約款の規定により保険契約者の変更が行われた場合には、この特約は消滅

します。 
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